


障害者福祉制度

　障害者が住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、障害者（児）・介
助者などに対して、次のようなサービスが提供されています。

※障害者手帳を所持していても介護保険の対象となっている人は、介護保険の制度が
優先となります。

※担当窓口を明記していないサービスは、保健福祉部高齢・障害支援室（あいあい内
℡８４－３３１３）が担当です。
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